
た
め
の
取
り
組
み
は
行
っ
た
の
か
。

バ
ス
チ
ケ
ッ
ト
発
送
前
に
教
育

委
員
会
の
「
Ｃ
４
th
ホ
ー
ム
＆
ス

ク
ー
ル
（
保
護
者
向
け
情
報
発
信

ツ
ー
ル
）」を
活
用
し
、
事
前
周
知

を
行
う
と
と
も
に
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
バ
ス
車
内
や

公
共
施
設
等
へ
の
掲
示
を
行
っ
た
。

賛
成
全
員
で
可
決

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

◆
一
般
会
計
補
正
予
算

除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
の
賃
貸

借
に
つ
い
て
、
現
在
の
台
数
と
管

理
方
法
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
使
用
実
績
は
。

現
在
、
43
カ
所
に
46
台
を
設
置

し
て
い
る
が
、
日
常
管
理
は
各
施

設
が
行
っ
て
い
る
。
令
和
５
年
の

使
用
実
績
と
し
て
は
、
２
月
に
小

学
校
２
校
で
使
用
し
、
う
ち
１

校
で
は
電
気
シ
ョ
ッ
ク
不
要
と

な
っ
た
。
ま
た
、
５
月
に
も
小
学

校
１
校
で
使
用
し
た
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。

賛
成
全
員
で
可
決

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補

正
予
算

団
塊
の
世
代
の
方
が
75
歳
に
達

し
、
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

の
予
算
も
膨
ら
ん
で
い
る
実
態
の

中
、
現
状
は
ど
う
な
の
か
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

数
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４
月

１
日
現
在
の
被
保
険
者
数
は
８
９

８
６
人
と
対
前
年
同
日
比
で
６
７

３
人
増
え
て
お
り
、
団
塊
の
世
代

の
方
の
移
行
期
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
も
数
年
急
激
な
増
加
が

見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴

い
、
被
保
険
者
か
ら
の
ご
相
談
や

事
務
処
理
等
も
増
え
て
い
く
状
況

で
は
あ
る
が
、
今
後
も
一
人
ひ
と

り
に
丁
寧
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
。

賛
成
全
員
で
可
決

建
設
生
活
常
任
委
員
会

◆
吉
川
市
自
転
車
駐
車
場
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

平
成
15
年
に
自
転
車
駐
車
場
整

備
セ
ン
タ
ー
か
ら
市
に
譲
渡
さ
れ

た
自
転
車
駐
車
場
は
、
施
設
整
備

に
か
か
っ
た
費
用
の
償
還
が
す
べ

て
終
わ
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
よ

い
か
。
ま
た
、
今
回
自
転
車
駐
車

場
整
備
セ
ン
タ
ー
に
管
理
運
営
を

移
行
す
る
際
も
同
様
の
考
え
方
で

よ
い
か
。

自
転
車
駐
車
場
整
備
セ
ン
タ
ー

が
す
べ
て
の
費
用
の
償
還
を
終
え

た
後
に
引
き
継
い
で
い
る
。
今
回

も
、
同
様
の
ス
キ
ー
ム
で
依
頼
す

る
た
め
、
市
の
負
担
は
な
い
。

賛
成
全
員
で
可
決

◆
市
道
の
路
線
廃
止
及
び
認
定
に

つ
い
て

県
道
越
谷
野
田
線
の
市
へ
の
移

管
に
つ
い
て
、
実
際
は
10
年
後
く

ら
い
と
聞
い
て
い
た
が
、
10
年
も

経
つ
と
道
路
が
傷
ん
で
く
る
。
特

に
北
側
の
歩
道
が
傷
ん
で
い
る
と

思
う
が
、
す
べ
て
補
修
し
て
移
管

さ
れ
る
と
い
う
認
識
で
よ
い
か
。

こ
の
県
道
に
限
ら
ず
、
県
か
ら

移
管
さ
れ
る
場
合
は
、
県
と
市
の

職
員
が
立
ち
会
い
し
、
確
認
し
た

上
で
傷
ん
だ
箇
所
の
補
修
等
を

行
っ
て
い
る
。
越
谷
野
田
線
も
同

様
に
実
施
し
て
い
た
だ
く
。

賛
成
全
員
で
可
決

総
務
水
道
常
任
委
員
会

◆
吉
川
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

公
共
交
通
施
策
の
所
管
は
都
市

建
設
部
に
移
管
さ
れ
る
と
認
識
し

て
間
違
い
な
い
か
。

都
市
計
画
課
の
都
市
計
画
担
当

に
移
管
予
定
で
あ
る
。

賛
成
全
員
で
可
決

◆
吉
川
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
が
、

午
前
０
時
か
ら
午
前
５
時
ま
で
の

時
間
の
理
由
は
。

国
家
公
務
員
に
お
け
る
管
理
職

特
別
勤
務
手
当
の
取
り
扱
い
と
同

様
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

賛
成
全
員
で
可
決

◆
一
般
会
計
補
正
予
算

バ
ス
利
用
促
進
支
援
金
が
減
額

に
な
っ
て
い
る
。
利
用
率
は
14
・

６
％
だ
っ
た
が
、
利
用
率
向
上
の

市
長
提
出
議
案

委
員
会
審
査
概
要

委員会報告を行う戸田委員長

委員会報告を行う吉川委員長

委員会報告を行う稲葉委員長
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